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Ｍ＆Ａを資金使途とする募集時の開示要請の見直しに係る「有価証券の引受け等に関する規則」等の 

一部改正について（案） 

 

令和４年●月●日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

本協会では、令和３年４月 21 日から５月 20 日までの間、協会員等に対して「本協会の自主規制規則の見直し

に関する提案」の募集を行い、寄せられた提案を踏まえ、同年７月 16 日付けで「自主規制規則の見直しに関す

る検討計画」を公表したところである。  

今般、同検討計画に掲げる提案事項のうち、株券等の募集に係る資金の使途をＭ＆Ａとする場合における開示

要請の見直しについて、「引受けに関するワーキング・グループ」及び「引受審査に関するワーキング・グルー

プ」における検討を踏まえ、「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正を行うこととする。 

 

Ⅱ．改正の骨子 

○ 「有価証券の引受け等に関する規則」（以下「規則」という。）及びその細則（以下「細則」という。）の一部

改正について 

(1) 主幹事会員は、株券等の募集の引受けを行うに当たり、調達する資金の使途がＭ＆Ａである場合には、

次に掲げる事項の合理性を確認しなければならないものとする。 

（規則第 20 条第２項、細則第 12 条第２項） 

資料１－１ 
HP 掲載予定 
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① 当該Ｍ＆Ａを予定している分野、規模及び時期その他細則で定める次の事項 

・ 発行者の成長戦略における当該Ｍ＆Ａの位置付け 

・ 当該Ｍ＆Ａの実施に係る発行者の体制及び対応状況 

・ 当該Ｍ＆Ａが実現した場合の発行者への効果 

・ 当該Ｍ＆Ａに係る発行者の資金繰り状況 

・ その他主幹事会員が必要と認める事項 

② 当該Ｍ＆Ａが実現されなかったときの代替使途の検討内容（代替使途を検討していない場合はその

理由） 

 

(2) 調達する資金の使途がＭ＆Ａである場合において、主幹事会員が発行者に対して公表するよう要請する

ことが求められている「原則として１年以内の資金充当の期限」を削除するとともに、「当該Ｍ＆Ａに資

金が充当されなかった場合の代替使途」の公表要請について、主幹事会員が当該Ｍ＆Ａの実現可能性が

高いと判断した場合であって、かつ発行者が代替使途を検討していないときを除くこととする。 

（規則第 20 条第３項） 

 

(3) 調達資金の使途の変更及びＭ＆Ａへの調達資金の充当があった場合における主幹事会員の発行者に対

する公表要請に係る規定を削る。 

（改正前規則第 20 条第５項、改正前細則第 12 条第２項及び第３項） 

 

(4) その他所要の整備を図る。 
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Ⅲ．施行の時期 

この改正は、令和５年７月１日【Ｐ】から施行し、同日以後に開始する引受審査から適用する。 

 

以  上 

 
 

パブリックコメントの募集スケジュール等 

(１) 募集期間及び提出方法 

① 募集期間：令和４年 12 月 20 日（火）から令和５年１月 18 日（水）17:00 まで（必着） 

② 提出方法：郵送又は専用フォームにより下記までお寄せください。 

  郵送の場合：〒103－0027 東京都中央区日本橋２丁目 11 番２号 

               日本証券業協会 エクイティ市場部 宛 

  専用フォームの場合：https://www.jsda.or.jp/●● 

(２) 意見の記入要領 

 件名を、「資金使途Ｍ＆Ａに係る引受規則等の一部改正に関する意見」とし、次の①から⑥の事項を御記

入のうえ、御意見を御提出ください。 

① 氏名 

② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号） 

③ 会社名（法人又は団体として御意見を提出される場合、その名称を御記入ください。） 

④ 意見の該当箇所 

⑤ 意見 

⑥ 理由 

https://www.jsda.or.jp/
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○ 本件に関するお問い合わせ先： 

日本証券業協会 自主規制本部 エクイティ市場部 （03-6665-6770） 
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「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について（案） 

 

令和４年  月  日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

改  正  案 現     行 備   考 

   

第 ３ 章 発行者に対する確認及び開示要請 第 ３ 章 発行者に対する確認及び開示要請 

 

 

（資金使途の確認及び公表） 

第 20 条 主幹事会員は、株券等の募集の引受

けを行うに当たっては、当該募集に係る具体

的な資金の使途及びその効果を確認するた

め、当該発行者の資金繰り状況等について報

告を求めるとともに、当該発行者に対し調達

する資金の使途等について、次の各号に掲げ

る事項を細則で定める発表資料（以下「発表

資料」という。）において公表するよう要請し

なければならない。 

１ 調達資金の使途 

  設備投資、借入金返済、投融資等の項目

別の具体的な内容、金額及び支払時期の表

示 

２ 調達資金による将来の発行者の収益への

影響 

  具体的、かつ、可能な範囲内において計

数的な表示（一定の前提を置いて表示する

場合には、その旨明記する。） 

（資金使途の確認及び公表） 

第 20 条   （ 同   左 ） 

 

２ 主幹事会員は、前項に規定する資金の使途

がＭ＆Ａ（企業買収、資本提携等をいう。以

下同じ。）である場合には、次の各号に掲げる

２ 主幹事会員は、前項に規定する資金の使途

がＭ＆Ａ（企業買収、資本提携等をいう。以

下同じ。）である場合には、当該Ｍ＆Ａの実現

 

 

➢ Ｍ＆Ａの実現可能性、実現がなされ

未定稿 
資料１－２ 

 HP掲載予定 
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改  正  案 現     行 備   考 

   

事項の合理性を確認しなければならない。 

１ 当該Ｍ＆Ａを予定している分野、規模及

び時期その他細則で定める事項 

２ 当該Ｍ＆Ａが実現されなかったときの代

替使途の検討内容（代替使途を検討してい

ない場合はその理由） 

 

 

 

 

 

可能性及び実現がなされなかった場合の合理

的な代替使途について、当該Ｍ＆Ａを予定し

ている分野、規模及び時期等から確認すると

ともに、同項第１号に掲げる調達資金の使途

の具体的な内容等として、次の各号に掲げる

事項について当該発行者に対し発表資料にお

いて公表するよう要請しなければならない。 

１ Ｍ＆Ａの実施に伴う将来の事業構想 

  Ｍ＆Ａを予定している分野、規模等可能

な範囲において具体的な表示 

２ 資金充当の期限及びＭ＆Ａに資金が充当

されなかった場合の代替使途 

  原則として１年以内の期限並びに代替使

途の具体的な内容及び金額の表示 

なかった場合の合理的な代替使途の

代わりに、Ｍ＆Ａを予定している分

野、規模及び時期等の検討内容の合

理性、当該Ｍ＆Ａの実現がなされな

かったときの代替使途の検討内容の

合理性を確認することとする。 

 
 

３ 主幹事会員は、第１項に規定する資金の使

途がＭ＆Ａである場合には、同項第１号に掲

げる調達資金の使途の具体的な内容として、

次の各号に掲げる事項について当該発行者に

対し発表資料において公表するよう要請しな

ければならない。 

１ 当該Ｍ＆Ａの実施に伴う将来の事業構想 

  当該Ｍ＆Ａを予定している分野、規模等

可能な範囲において具体的な表示 

２ 当該Ｍ＆Ａに資金が充当されなかった場

合の代替使途（主幹事会員が当該Ｍ＆Ａの

実現可能性が高いと判断した場合であっ

て、かつ発行者が代替使途を検討していな

いときを除く。） 

   代替使途の具体的な内容及び金額の表示 

（ 新   設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 「原則として１年以内の資金充当の

期限」を削除する。 
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改  正  案 現     行 備   考 

   

４ 主幹事会員は、株券等の募集の引受けを行

うに当たっては、当該募集に係る払込日の前

５年以内の直前に行われた株券等の募集に係

る調達資金の使途状況について、第１項及び

第２項に掲げる項目ごとに確認することと

し、その使途状況に変更がある場合は、その

変更の内容について当該発行者に対し発表資

料において公表するよう要請しなければなら

ない。 

３ 主幹事会員は、株券等の募集の引受けを行

うに当たっては、当該募集に係る払込日の前

５年以内の直前に行われた株券等の募集に係

る調達資金の使途状況について、前２項に掲

げる項目ごとに確認することとし、その使途

状況に変更がある場合は、その変更の内容に

ついて当該発行者に対し発表資料において公

表するよう要請しなければならない。 

 

 

５     （ 現行どおり ） ４     （ 省   略 ）  

（ 削   る ） ５ 主幹事会員は、発行者に対し、第１項及び

第２項に規定する調達資金の使途の変更又は

充当がある場合は、その状況について細則で

定めるところにより公表するよう要請しなけ

ればならない。 

 

➢ 細則で定める公表要請に係る規定が

なくなるため、削除する。 

（有価証券届出書等への記載の要請） 

第 23 条 主幹事会員は、株券等の引受けを行

うに当たっては、当該発行者に対し、第 20 条

第１項及び第３項、第 21 条並びに第 22 条に

掲げる内容を可能な範囲内において、有価証

券届出書（発行登録追補書類を含む。）に記載

するよう要請しなければならない。 

（有価証券届出書等への記載の要請） 

第 23 条 主幹事会員は、株券等の引受けを行

うに当たっては、当該発行者に対し、第 20 条

第１項及び第２項、第 21 条並びに第 22 条に

掲げる内容を可能な範囲内において、有価証

券届出書（発行登録追補書類を含む。）に記載

するよう要請しなければならない。 

 

   

第 ６ 章 雑則 第 ６ 章 雑則 

 

 

（この規則の一部の適用除外） 

第 39 条 次に掲げる株券等の募集及び売出し

の引受けについては、それぞれに掲げる規定

（この規則の一部の適用除外） 

第 39 条 次に掲げる株券等の募集及び売出し

の引受けについては、それぞれに掲げる規定

 

➢ 現行第 20条の条項を見直したこと

に伴う所要の改正 
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改  正  案 現     行 備   考 

   

を適用しないものとする。 

 １ 新規公開に際して行う株券、優先出資証

券、不動産投資信託証券、インフラファン

ド、外国株信託受益証券又は外国インフラ

ファンド信託受益証券の募集 

第 20 条第１項第２号、同条第４項及び

第５項並びに第 22条 

 ２ 「店頭有価証券に関する規則」第２条第

４号に規定する店頭取扱有価証券の発行者

が行う株券等の募集 

  第 20 条第４項及び第５項、第 21 条、第

22条並びに第 25条 

３～６  （ 現行どおり ） 

７ コミットメント型ライツ・オファリング

に係る新株予約権証券又は新投資口予約権

証券の募集 

  第 21 条から第 23 条（第 20 条第１項及び

第３項に掲げる内容の有価証券届出書（発

行登録追補書類を含む。）への記載に係る要

請を除く。）まで 

８    （ 現行どおり ） 

を適用しないものとする。 

 １ 新規公開に際して行う株券、優先出資証

券、不動産投資信託証券、インフラファン

ド、外国株信託受益証券又は外国インフラ

ファンド信託受益証券の募集 

第 20 条第１項第２号、同条第３項及び

第４項並びに第 22条 

 ２ 「店頭有価証券に関する規則」第２条第

４号に規定する店頭取扱有価証券の発行者

が行う株券等の募集 

  第 20条第３項から第５項まで、第 21条、

第 22条及び第 25条 

３～６  （ 省   略 ） 

７ コミットメント型ライツ・オファリング

に係る新株予約権証券又は新投資口予約権

証券の募集 

  第 21 条から第 23 条（第 20 条第１項及び

第２項に掲げる内容の有価証券届出書（発

行登録追補書類を含む。）への記載に係る要

請を除く。）まで 

８    （ 省   略 ） 

   

        付   則 

 

  

この改正は、令和５年７月１日【Ｐ】から施

行し、同日以後に開始する引受審査から適用す

る。 
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「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」の一部改正について（案） 

 

令和４年  月  日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

改  正  案 現     行 備   考 

   

（資金使途の確認及び公表の取扱い） 

第 12 条 規則第 20条第１項に規定する発表資

料は、株券等の募集に係る発行決議時の記者

発表資料とする。ただし、「店頭有価証券に関

する規則」第２条第４号に規定する店頭取扱

有価証券の発行者が行う株券等の募集にあっ

ては、同条第３号に規定する会社内容説明書

（有価証券届出書の提出を要する場合にあっ

ては目論見書）をもって当該発表資料とす

る。 

（資金使途の内容の公表） 

第 12 条   （ 同   左 ） 

 

２ 規則第 20 条第２項第１号に規定する細則で

定める事項は、次に掲げるものとする。 

 １ 発行者の成長戦略における当該Ｍ＆Ａの

位置付け 

 ２ 当該Ｍ＆Ａの実施に係る発行者の体制及

び対応状況 

 ３ 当該Ｍ＆Ａが実現した場合の発行者への

効果 

 ４ 当該Ｍ＆Ａに係る発行者の資金繰り状況 

 ５ その他主幹事会員が必要と認める事項 

（ 新   設 ）  

 （ 削   る ） ２ 規則第 20 条第５項に規定する調達資金の使

途の変更又は調達資金の充当がある場合にお

いて、主幹事会員は、調達資金の使途の変更

及び同条第２項に定める場合に該当する調達

➢ 本協会規則に基づく、法令・適時開

示ルールに上乗せしていた公表要請

に係る規定は廃止するが、手取り金

の総額並びにその使途の区分ごとの

未定稿 

HP掲載予定 

資料１－３ 
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改  正  案 現     行 備   考 

   

資金の充当があったときにはその都度公表を

行うよう要請し、併せて、調達資金の充当状

況については決算短信に記載することにより

公表を行うよう要請しなければならない。た

だし、当該調達資金に係る株券等の募集の払

込日から５年を経過した後はこの限りでな

い。 

 

内容、金額及び支出予定時期に重大

な変更が生じた場合には、下記のと

おり、開示する必要がある。 

① 有価証券報告書又は四半期報告

書の欄外に記載する（企業内容

等の開示に関する内閣府令（第

３号様式の記載上の注意 (23)

ｃ、第４号の３様式記載上の注

意(14)ｃ））。 

② 適時開示事項（株式の募集）

の変更として適時開示する。 

 （ 削   る ） 

 

３ 前項に規定する要請は、当該募集の際に行

うとともに、当該募集の払込日以降に調達資

金の使途の変更及び規則第 20 条第２項に定め

る場合に該当する調達資金の充当が認められ

た場合には、その都度行うものとする。 

 

➢ 改正趣旨は上記に同じ。 

（海外発行についての準用） 

第 16 条 規則第 37条第３項の規定に基づき、

我が国の上場発行者の外国における株券等の

募集へ規則第 23条を準用するに当たっては、

国内において新株予約権証券の売出しを行う

際の有価証券届出書及び株券等の募集が外国

において行われる際に提出される臨時報告書

への記載をいうものとする。なお、臨時報告

書への記載に当たっては、規則第 20条第１項

及び第３項を対象とする。 

（海外発行についての準用） 

第 16 条 規則第 37条第３項の規定に基づき、

我が国の上場発行者の外国における株券等の

募集へ規則第 23 条を準用するに当たっては、

国内において新株予約権証券の売出しを行う

際の有価証券届出書及び株券等の募集が外国

において行われる際に提出される臨時報告書

への記載をいうものとする。なお、臨時報告

書への記載に当たっては、規則第 20 条第１項

及び第２項を対象とする。 
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改  正  案 現     行 備   考 

   

   

付   則 

 

  

この改正は、令和５年７月１日【Ｐ】から施

行し、同日以後に開始する引受審査から適用す

る。 
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